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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キーを有する操作部と、
　外部機器と接続される外部インターフェイス部と、
　前記外部インターフェイス部が外部機器と接続された場合に、前記外部インターフェイ
ス部を介して外部機器を操作するための信号に関する情報を当該外部機器から取得し、前
記情報と前記操作部を構成するキーとを関連付ける制御部と、
を備え、
　前記キーに、電子機器に対する所定の機能が割り当てられる状態において、前記外部イ
ンターフェイス部が外部機器と接続された場合、前記外部機器から取得した、当該外部機
器を操作するための信号に関する情報に基づいて、当該キーに、前記外部機器に対する当
該所定の機能を割り当て、
　前記制御部は、テレビ放送を視聴する場合に音量を大きくする前記キーに、前記外部機
器としてのテレビの音量を大きくする機能を割り当てる
電子機器。
【請求項２】
　アプリケーションが記憶される記憶部をさらに備え、
　前記制御部は、前記アプリケーションに応じて前記操作部を構成するキーに割り当てら
れる機能を、前記情報に基づいて外部機器の操作する機能に変更する
請求項１に記載の電子機器。
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【請求項３】
　前記制御部は、外部機器の操作と関連付けられた前記キーが操作された場合に、関連付
けられた操作を実行させる信号を、前記外部インターフェイス部を介して外部機器に送信
する
請求項１又は２に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外部機器に接続可能な電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器の一例としての携帯端末等と、外部機器としてのテレビとを接続するためのイ
ンターフェイスとして、ＨＤＭＩ（登録商標）規格が存在する。
　携帯端末等とテレビとが、ＨＤＭＩ規格を採用したインターフェイスで接続されている
場合には、例えば、携帯端末等に保存されているコンテンツをテレビへ送信し、当該コン
テンツをテレビで表示させることができる（例えば、特許文献１を参照）。
【０００３】
　また、近年、ＨＤＭＩ規格をベースとしたＭＨＬ（登録商標）規格も存在している。
　ＭＨＬとは、携帯端末向けの高速映像伝送用のインターフェイス規格である。ＭＨＬは
、非圧縮なまま水平解像度が１０８０ｐで、３０ｆｐｓの動画データを３端子でテレビに
伝送することができる。なお、実際には、ＭＨＬは、５端子を持つＵＳＢコネクタを流用
している。
【０００４】
　このようにして、ＭＨＬを採用した場合、汎用コネクタであるＵＳＢコネクタを使用し
てテレビと接続することができるメリットがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－０９１６９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、ＨＤＭＩ規格のケーブル又はＭＨＬ規格のケーブルにより携帯端末とテレビ
とが接続されている場合でも、携帯端末は、テレビを操作することができない。すなわち
、携帯端末に配されるボタンでは、テレビを操作することができない。
【０００７】
　本発明は、外部機器を操作することが可能な電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　電子機器は、操作部と、外部インターフェイス部と、制御部と、を備える。前記操作部
は、キーを有する。外部インターフェイス部は、外部機器と接続される。前記制御部は、
前記外部インターフェイス部が外部機器と接続された場合に、前記外部インターフェイス
部を介して外部機器の操作に関する情報を当該外部機器から取得する。前記制御部は、前
記情報と前記操作部を構成するキーとを関連付ける。
【０００９】
　電子機器は、アプリケーションが記憶される記憶部をさらに備えることが好ましい。こ
の場合、前記制御部は、前記アプリケーションに応じて前記操作部を構成するキーに割り
当てられる機能を、前記情報に基づいて外部機器の操作する機能に変更する。
【００１０】
　前記キーに、前記電子機器に対する所定の機能が割り当てられる状態において、前記外
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部インターフェイス部が外部機器と接続された場合、前記外部機器から取得した情報に基
づいて、当該キーに、前記外部機器に対する当該所定の機能を割り当てる。
【００１１】
　前記制御部は、外部機器の操作と関連付けられた前記操作部が操作された場合に、関連
付けられた操作を実行させる信号を、前記外部インターフェイス部を介して外部機器に送
信することが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、外部機器を操作することが可能な電子機器を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態に係るスマートフォンの外観を示す斜視図である。
【図２】実施形態に係るスマートフォンの外観を示す背面図である。
【図３】スマートフォンの構成について説明するためのブロック図である。
【図４】外部機器とスマートフォンがケーブルで接続されている様子を示す図である。
【図５】スマートフォンの動作について説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明を実施するための実施形態を、図面を参照しつつ詳細に説明する。以下では、電
子機器の一例として、スマートフォンについて説明する。
【００１５】
　図１及び図２を参照しながら、実施形態に係るスマートフォン１の外観について説明す
る。図１及び図２に示すように、スマートフォン１は、ハウジング２０を有する。ハウジ
ング２０は、フロントフェイス１Ａと、バックフェイス１Ｂと、サイドフェイス１Ｃ１～
１Ｃ４とを有する。フロントフェイス１Ａは、ハウジング２０の正面である。バックフェ
イス１Ｂは、ハウジング２０の背面である。サイドフェイス１Ｃ１～１Ｃ４は、フロント
フェイス１Ａとバックフェイス１Ｂとを接続する側面である。以下では、サイドフェイス
１Ｃ１～１Ｃ４を、どの面であるかを特定することなく、サイドフェイス１Ｃと総称する
ことがある。
【００１６】
　スマートフォン１は、タッチスクリーンディスプレイ２と、ボタン３Ａ～３Ｃと、照度
センサ４と、近接センサ５と、レシーバ７と、マイク８と、カメラ１２とをフロントフェ
イス１Ａに有する。スマートフォン１は、カメラ１３をバックフェイス１Ｂに有する。ス
マートフォン１は、ボタン３Ｄ～３Ｆと、外部インターフェイス１４とをサイドフェイス
１Ｃに有する。以下では、ボタン３Ａ～３Ｆを、どのボタンであるかを特定することなく
、ボタン３と総称することがある。
【００１７】
　タッチスクリーンディスプレイ２は、ディスプレイ２Ａと、タッチスクリーン２Ｂとを
有する。ディスプレイ２Ａは、液晶ディスプレイ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉ
ｓｐｌａｙ）、有機ＥＬパネル（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅ
ｎｃｅ　ｐａｎｅｌ）、又は無機ＥＬパネル（Ｉｎｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌ
ｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　ｐａｎｅｌ）等の表示デバイスにより構成される。ディスプレ
イ２Ａは、文字、画像、記号又は図形等を表示する。
【００１８】
　タッチスクリーン２Ｂは、タッチスクリーンディスプレイ２に対する指、又はスタイラ
スペン等の接触を検出する。タッチスクリーン２Ｂは、複数の指、又はスタイラスペン等
がタッチスクリーンディスプレイ２に接触した位置を検出することができる。
【００１９】
　タッチスクリーン２Ｂの検出方式は、静電容量方式、抵抗膜方式、表面弾性波方式（又
は超音波方式）、赤外線方式、電磁誘導方式、及び荷重検出方式等の任意の方式でよい。



(4) JP 6362824 B2 2018.7.25

10

20

30

40

50

以下では、説明を簡単にするため、タッチスクリーン２Ｂがタッチスクリーンディスプレ
イ２に対する接触を検出する指、又はスタイラスペン等を単に「指」ということがある。
【００２０】
　スマートフォン１は、タッチスクリーン２Ｂにより検出された接触、接触位置、接触時
間又は接触回数に基づいてジェスチャの種別を判別する。ジェスチャは、タッチスクリー
ンディスプレイ２に対して行われる操作である。スマートフォン１によって判別されるジ
ェスチャには、タッチ、ロングタッチ、リリース、スワイプ、タップ、ダブルタップ、ロ
ングタップ、ドラッグ、フリック、ピンチイン、ピンチアウト等が含まれる。
【００２１】
　スマートフォン１は、タッチスクリーン２Ｂを介して判別するこれらのジェスチャに従
って動作を行う。したがって、利用者にとって直感的で使いやすい操作性が実現される。
判別されるジェスチャに従ってスマートフォン１が行う動作は、タッチスクリーンディス
プレイ２に表示されている画面に応じて異なる。
【００２２】
　ボタン３は、利用者によって操作される。ボタン３は、ボタン３Ａ～ボタン３Ｆを有す
る。コントローラ１０はボタン３と協働することによってボタンに対する操作を検出する
。ボタンに対する操作は、例えば、クリック、ダブルクリック、プッシュ、及びマルチプ
ッシュである。
【００２３】
　例えば、ボタン３Ａ～３Ｃは、ホームボタン、バックボタン又はメニューボタンである
。例えば、ボタン３Ｄは、スマートフォン１のパワーＯＮ／ＯＦＦボタンである。ボタン
３Ｄは、スリープ／スリープ解除ボタンを兼ねてもよい。例えば、ボタン３Ｅ及び３Ｆは
、音量ボタンである。
【００２４】
　照度センサ４は、照度を検出する。例えば、照度とは、光の強さ、明るさ、輝度等であ
る。照度センサ４は、例えば、ディスプレイ２Ａの輝度の調整に用いられる。
【００２５】
　近接センサ５は、近隣の物体の存在を非接触で検出する。近接センサ５は、例えば、タ
ッチスクリーンディスプレイ２が顔に近付けられたことを検出する。
【００２６】
　レシーバ７は、コントローラ１０から送信される音声信号を音声として出力する。マイ
ク８は、利用者等の音声を音声信号へ変換してコントローラ１０へ送信する。なお、スマ
ートフォン１は、レシーバ７に加えて、スピーカをさらに有してもよい。スマートフォン
１は、レシーバ７に代えて、スピーカをさらに有してもよい。
【００２７】
　カメラ１２は、フロントフェイス１Ａに面している物体を撮影するインカメラである。
カメラ１３は、バックフェイス１Ｂに面している物体を撮影するアウトカメラである。
【００２８】
　外部インターフェイス１４は、他の装置が接続される端子である。外部インターフェイ
ス１４は、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ
－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）、ＭＨＬ（Ｍｏ
ｂｉｌｅ　Ｈｉｇｈ－ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｌｉｎｋ）、ライトピーク（サンダーボル
ト）、イヤホンマイクコネクタのような汎用的な端子であってもよい。外部インターフェ
イス１４は、Ｄｏｃｋコネクタのような専用に設計された端子でもよい。
【００２９】
　本実施例に係るスマートフォン１は、外部インターフェイス１４を利用して外部機器と
接続されている状態において、外部機器を操作する制御を行う。以下に、具体的な構成に
ついて説明する。
【００３０】
　図３は、スマートフォン１の構成について説明するためのブロック図である。
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　上述したように、スマートフォン１は、外部インターフェイス１４を備える。外部イン
ターフェイス１４は、本発明の「外部インターフェイス部」の一実施形態に対応する。外
部インターフェイス１４は、外部機器と接続される。外部機器は、例えば、テレビ１０１
（図４参照）、そのテレビ１０１に接続される映像再生機器（図示せず）、又は、そのテ
レビ１０１に接続される音声出力機器（図示せず）等である。なお、以下では、外部機器
としてテレビ１０１を挙げて説明する。映像再生機器は、例えば、ＤＶＤ又はＢｌｕ－ｒ
ａｙ（登録商標）等の再生機器である。音声出力機器は、アンプ及びスピーカ等の機器で
ある。
【００３１】
　本実施例では、図４に示すように、テレビ１０１とスマートフォン１がケーブル１０２
で相互に接続されている形態を想定している。また、テレビ１０１のインターフェイスと
スマートフォン１の外部インターフェイス１４とは、同一の規格に準拠しているものとし
て説明するが、これに限られない。
【００３２】
　スマートフォン１は、操作部３０と、記憶部３１と、制御部３２と、をさらに備える。
　操作部３０は、キーを有する。操作部３０を構成するキーは、タッチスクリーンディス
プレイ２に表示されるソフトキー、又は、ハウジング２０に配されるハードキーである。
ハードキーは、一例として、ボタン３Ｅ，３Ｆ等である。
【００３３】
　記憶部３１は、アプリケーションが記憶される。アプリケーションは、例えば、音楽再
生アプリケーション、映像再生アプリケーション、又はワンセグ放送視聴アプリケーショ
ン等である。
【００３４】
　制御部３２は、外部インターフェイス１４がテレビ１０１と接続された場合に、外部イ
ンターフェイス１４を介してテレビ１０１の操作に関する情報をそのテレビ１０１から取
得する。制御部３２は、取得した情報と操作部３０を構成するキーとを関連付ける。すな
わち、外部インターフェイス１４とテレビ１０１とがケーブル１０２により接続された場
合、制御部３２は、そのケーブル１０２を介してテレビ１０１の操作に関する情報を取得
する。操作に関する情報は、一例として、テレビ１０１を操作するための信号に関する情
報である。操作に関する情報は、例えば、外部機器がテレビ１０１の場合に、どのような
信号によりチャンネルを変更するのか、又は、どのような信号により音量を変更するのか
、というような情報である。より具体的な一例としては、操作に関する情報は、テレビ１
０１のチャンネルを１チャンネルに設定するための信号の情報、又は、テレビ１０１の音
量を大きくするための信号の情報等である。
【００３５】
　なお、本実施形態では、テレビ１０１の操作に関する情報をそのテレビ１０１から取得
する例について説明したが、これに限られない。例えば、外部インターフェイス１４がテ
レビ１０１と接続された場合に、テレビ１０１の情報を取得し、３Ｇ回線を利用して、テ
レビ１０１の操作に関する情報を有する所定のサーバにアクセスし、そのテレビ１０１の
操作に関する情報を取得してもよい。
【００３６】
　制御部３２は、アプリケーションに応じて操作部３０を構成するキーに割り当てられる
機能を、テレビ１０１から取得した情報に基づいてテレビ１０１の操作する機能に変更す
る。制御部３２は、スマートフォン１のアプリケーションで使用されるキーに割り当てら
れる機能と同等のテレビ１０１に関する機能をそのキーに割り当てる。スマートフォン１
は、例えば、スマートフォン１においてワンセグ放送を視聴する場合にキーに割り当てら
れる機能を、テレビ１０１の操作に関する情報に基づいて、そのテレビ１０１を操作する
機能に割り当てる。具体的な一例として、スマートフォン１においてワンセグ放送を視聴
する場合に、あるキー（例えば、ボタン３Ｅ）に割り当てられる機能が音量を大きくする
機能である場合には、外部機器としてのテレビ１０１の音量を大きくする機能をそのボタ
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ン３Ｅに割り当てる。すなわち、テレビ１０１とスマートフォン１とがケーブル１０２で
接続された場合、制御部３２は、操作に関する情報に基づいて、ボタン３Ｅとテレビ１０
１の音量を大きく信号（第１信号）とを対応付ける。
【００３７】
　また、キーに、スマートフォン１に対する所定の機能が割り当てられる状態において、
外部インターフェイス１４がテレビ１０１と接続された場合、制御部３２は、次の制御を
行う。すなわち、制御部３２は、テレビ１０１から取得した情報に基づいて、そのキーに
、テレビ１０１に対するその所定の機能を割り当てる。一例として、所定の機能は、音量
を調整する機能等である。本発明の「所定の機能」は、その一例に限定されることはない
。一例として、キーにスマートフォン１に対する所定の機能が割り当てられる状態とは、
ボタン３Ｅにスマートフォン１の音量を大きくする機能が割り当てられている状態、又は
、ボタン３Ｆにスマートフォン１の音量を小さくする機能が割り当てられている状態であ
る。テレビ１０１から取得した情報とは、例えば、上述したテレビ１０１の操作に関する
情報である。上述した一例の状態において、テレビ１０１に接続したケーブル１０２が外
部インターフェイス１４に挿入された場合、制御部３２は、次のような制御を行う。すな
わち、制御部３２は、テレビ１０１から取得した情報に基づいて、ボタン３Ｅにテレビ１
０１の音量を大きくする機能を割り当てる。制御部３２は、テレビ１０１から取得した情
報に基づいて、ボタン３Ｆにテレビ１０１の音量を小さくする機能を割り当てる。
【００３８】
　制御部３２は、テレビ１０１の操作と関連付けられた操作部３０を構成するキーが操作
された場合に、関連付けられた操作を実行させる信号を、外部インターフェイス１４を介
してテレビ１０１に送信する。例えば、テレビ１０１とスマートフォン１とがケーブル１
０２で接続される場合に、上述したボタン３Ｅが操作されると、制御部３２は、外部イン
ターフェイス１４を介して第１信号をテレビ１０１に送信する。テレビ１０１は、第１信
号を受信すると、音量を大きくする。
【００３９】
　次に、スマートフォン１の動作について説明する。図５は、スマートフォン１の動作に
ついて説明するためのフローチャートである。
【００４０】
　ステップＳＴ１において、制御部３２は、スマートフォン１とテレビ１０１とが接続さ
れたか否かを判断する。すなわち、制御部３２は、テレビ１０１に接続されたケーブル１
０２が外部インターフェイス１４に挿入されたか否かを判断する。テレビ１０１と接続さ
れた場合（ＹＥＳ）には、制御部３２は、処理をステップＳＴ２に進める。テレビ１０１
と接続されていない場合（ＮＯ）には、制御部３２は、ステップＳＴ１の判断を再度行う
。
【００４１】
　ステップＳＴ２において、制御部３２は、外部インターフェイス１４を介してテレビ１
０１の操作に関する情報を取得する。
【００４２】
　ステップＳＴ３において、制御部３２は、取得した情報に基づいて、テレビ１０１の操
作とスマートフォン１の操作部３０とを関連付ける。すなわち、制御部３２は、取得した
情報と操作部３０を構成するキーとを関連付ける。
【００４３】
　ステップＳＴ４において、制御部３２は、操作部３０が操作されたか否かを判断する。
操作部３０が操作された場合（ＹＥＳ）には、制御部３２は、処理をステップＳＴ５に進
める。操作部３０が操作されていない場合（ＮＯ）には、制御部３２は、ステップＳＴ４
の判断を再度行う。
【００４４】
　ステップＳＴ５において、制御部３２は、操作されたキーに割り当てられたテレビ１０
１に対する信号を、外部インターフェイス１４を介して、テレビ１０１に送信する。
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【００４５】
　このようなスマートフォン１は、次のような効果を奏する。
　すなわち、スマートフォン１は、外部インターフェイス１４がテレビ１０１と接続され
た場合に、外部インターフェイス１４を介してテレビ１０１の操作に関する情報をそのテ
レビ１０１から取得する。スマートフォン１は、取得した情報と操作部３０を構成するキ
ーとを関連付ける。これにより、スマートフォン１は、キーが操作された場合には、テレ
ビ１０１を操作することが可能になる。
【００４６】
　スマートフォン１は、アプリケーションに応じて操作部３０を構成するキーに割り当て
られる機能を、情報に基づいてテレビ１０１の操作する機能に変更する。すなわち、スマ
ートフォン１は、操作部３０のキーアサインテーブルを変更する。これにより、スマート
フォン１は、キーが操作された場合には、テレビ１０１を操作することが可能になる。
【００４７】
　操作部３０を構成するキーに、スマートフォン１に対する所定の機能が割り当てられる
状態において、外部インターフェイス１４がテレビ１０１と接続された場合、スマートフ
ォン１は、テレビ１０１から取得した情報に基づいて、そのキーに、テレビ１０１に対す
るその所定の機能を割り当てる。これにより、スマートフォン１は、キーが操作された場
合には、テレビ１０１を操作することが可能になる。
【００４８】
　スマートフォン１は、テレビ１０１の操作と関連付けられた操作部３０が操作された場
合に、関連付けられた操作を実行させる信号を、外部インターフェイス１４を介してテレ
ビ１０１に送信する。これにより、スマートフォン１は、テレビ１０１を操作することが
できる。
【００４９】
　なお、本実施例では、外部インターフェイス１４は、他の装置が接続される端子である
として説明したが、本発明はこれに限定されず、外部インターフェイスは、ブルートゥー
ス、ＷｉＦｉ等の無線通信規格に準拠する無線インターフェイスであってもよい。したが
って、本願発明の電子機器は、外部機器と無線通信規格に準拠する無線通信により通信可
能に接続されていてもよい。
【符号の説明】
【００５０】
１　スマートフォン（電子機器）
１４　外部インターフェイス（外部インターフェイス部）
３０　操作部
３１　記憶部
３２　制御部
１０１　テレビ（外部機器）
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